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「
財
政
学
と
国
家
認
識
」
と
悼
う
問
題
は
、
財
政
理
論
、
財
政
政
策
の
研
究
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
従
来
己
の
問
題
に
関
す
る
研
究
は
不
十
分
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
も
、
乙
の
問
題
は
、
財
政
学
士
研
四
百
ず
る
に

あ
た
ヮ
て
そ
の
科
学
性
U
体
系
性
を
決
め
る
試
金
石
で
も
あ
り
、
ま
た
財
政
学
の
方
法
論
に
も
っ
た
が
る
重
要
な
問
題
て
も
あ
る
と
い

え
よ
う
。

私
は
以
前
に
「
マ
ル
ク
見
『
経
済
学
批
判
休
系
』
研
究
序
説
」
な
る
論
文
に
治
い
て
、
武
田
隆
夫
氏
の
論
文
「
マ
ル

F
A
経
済
学
と

財
政
学
」
を
批
判
的
に
考
察
す
る
な
か
で
、
若
干
、
己
白
問
題
に
つ
い
て
の
私
た
り
の
解
釈
を
試
み
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
い
わ

ば
消
極
的
な
意
味
て
の
発
言
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
本
稿
て
は
、
以
前
の
論
文
を
補
足
す
る
と
と
も
に
、
私
の
積
極
的
な
見

解
を
展
開
さ
せ
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
が
「
財
政
学
と
国
家
認
識
」
と
い
う
問
題
を
提
起
す
る
場
合
、
次
の
点
を
明
ら
か
に
し
↓
な
け
れ
ば
た
ら
友
い

c

財
政
学
と
国
家
認
識

第
七
十
九
巻

五

第
三
号

一じ



三
三
大

す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
「
財
政
学
の
『
独
自
他
』
」
を
批
判
し
、
「
社
会
科
学
と
し
て
の
財
政
尚
早
」
を
確
玄
す
る
た
め
の
「
鍵
」
と
し

て
、
「
そ
の
経
済
学
が
国
家
論
を
そ
の
体
系
の
中
に
含
む
ζ

と
が
で
き
る
か
ど
う
か
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

財
政
学
と
国
家
認
識

第
七
十
九
巻

車
=
一
号

J' 

こ
れ
ま
で
経
済
学
を
「
原
理
論
」

l
純
粋
科
学
と
み
な
し
、
財
政
論
は
資
本
主
義
の
発
展
段
階
に
お
け
る
政
策
体
系
白
問
題
に
す
る

見
解
が
あ
る
。
己
白
見
解
か

b
す
れ
ば
、
財
政
学
の
対
象
は
、
国
家
権
力
が
主
体
と
な
っ
て
行
う
財
政
政
策
と
な
る
。
そ
う
し
て
、
原

理
論
は
抽
象
的
映
像
と
し
て
純
粋
化
さ
れ
、
完
成
さ
れ
る
。
だ
が
、
原
理
論
か
ら
一
挙
に
財
政
政
策
に
は
上
昇
て
古
な
い
。
だ
か
ら
、

モ

ω
手
続
を
、
財
政
政
策
と
下
郁
構
造
た
る
資
本
主
義
経
済
関
係
白
変
化
、
発
展
と
の
関
連
主
考
察
す
る
こ
と
に
求
め

h
o
し
か
ら
ば

下
部
構
造
白
変
化
、
発
展
は
ど
う
し
て
把
握
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
原
理
論
て
考
察
さ
れ
る
抽
象
的
映
像
と
下
部
構
造
白
変
化
、
発
展

の
具
体
的
、
金
体
的
映
像
と
は
抽
象
の
次
元
が
異
な
る
管
て
あ
る
か
ら
、
右
白
手
続
き
は
抽
象
的
映
像
と
下
部
構
造
の
豊
富
な
、
全
体

的
な
諾
関
係
と
の
間
を
無
媒
介
に
結
び
つ
け
る
己
と
と
な
る
。
己
己
に
右
の
見
解
白
難
点
が
あ
る
。

て
は
、
経
済
学

ω
内
部
に
国
家
に
含
ま
せ
る
場
合
に
、
い
か
な
る
問
題
が
あ
る
白
だ
ろ
う
か
。
国
家
は
上
部
構
造
て
あ
る
か

b
、
直

接
に
経
済
学
白
中
に
は
導
入
て
き
な
い
。
し
た
が
ヲ
て
導
入
す
る
際
に
は
、
国
家
主
経
済
的
範
時
に
還
元
す
る
手
続
き
が
必
要
で
あ
る
。

す
た
わ
ち
、
国
家

ω経
済
的
範
時
化
を
財
政
範
鴎
と
し
て
と
ら
え
る
己
と
が
必
要
と
た
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
国
家
主
媒
介
と
し
、
モ
れ

と
の
関
係
て
必
然
的
に
生
起
し
て
く
る
「
経
済
的
土
ム
巳
に
お
け
る
財
政
範
曜
の
誇
関
係
が
、
経
済
法
則
の
中
に
位
置
づ
け
b
れ
る
の

て
あ
る
。
か
く
し
て
、
財
政
範
曙
を
そ

ω
研
究
対
象
と
す
る
財
政
学
は
、
経
済
学
四
一
分
岐
と
し

τ、
科
学
的
た
も
の
と
な
る
で
あ
ろ

う
方
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
財
政
学
の
対
象
、
方
法
に
関
す
る
諸
問
題
は
、
結
局
、
経
済
学
が
国
家
を
い
か
に
取
扱
加
、
位
置
づ
け
る

か
に
あ
る
。
そ
こ
て
、
以
下
、
ス
ミ
λ

「
国
富
論
体
系
」
に
代
表
さ
れ
る
古
典
派
経
済
学
に
お
け
る
国
家
の
取
扱
い
方
と
、
マ
ル
ク
λ



む
い
わ
ゆ
る
「
資
本
論
」
の
プ
ラ
ン

l
経
済
学
批
判
休
系
の
編
別
構
成
に
お
け
る
「
国
家
」
白
項
目
を
考
察
す
る
己
と
に
よ
っ
て
、
本

稿
(5) (4) (3) (2) (1) Q) 

問
題
と
ナ
る
諸
点
主

少
し
で
も
明
b 
由通

に
し
て
ゆ
き
た
H 

と
考
え
る。

官
需
粛
と
共
同
執
筆
「
経
済
論
叢
」
七
二
巻
一
三
号
所
収
。

有
沢
広
己
、
宇
野
弘
班
、
向
担
逸
郎
幅
削
「
一
ザ
ル
ク
ス
経
詰
学
四
研
究
」

宇
佐
美
誠
次
郎
「
財
政
学
り
『
独
自
性
』
に
つ
い
て
」
「
経
済
志
梓
」

島
恭
彦
「
財
政
学
原
理
」
(
日
本
評
論
社
刊
)
二
頁
。

大
内
力
、
武
田
隆
夫
、
遠
藤
淵
吉
「
近
代
尉
政
申
理
論
」

(
岩
被
害
賠
刊
)
所
収
。

一
七
巻
一
・
三
号
所
収
。

(
時
潮
社
刊
)
六
七
頁

重
要
主
義

ω
カ

y
u
ッ
タ
的
性
格
に
た
い
し
て
、
国
民
経
済
学
上
の
マ
ル
チ
ン
・
ル
ッ
タ
ー
と
い
わ
れ
る
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
、
彼

ポ
り
一
一
テ
ィ
ー
ル
エ
ヨ
ノ
ミ
'

の
主
著
「
国
富
論
」
に
よ
っ
て
旧
来
の
国
民
経
済
学
の
改
革
と
新
し
い
経
済
学
の
生
誕
を
も
た
ら
し
た
。
己
白
乙
と
は
同
時
比
財
政
学

白
生
誕
を
も
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
エ

Y
ゲ
ル
只
は
次
臼
よ
う
に
一
同
う
。

「
所
有
白
支
配
は
必
然
的
に
ま
ず
国
家
に
た
ち
む
か
い
、
己

れ
を
解
消
し
、
ま
た
は
、
国
家
な
し
て
は
す
ま
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
す
く
な
く
と
も
己
れ
を
形
骸
化
す
る
己
と
に
な

b
ざ
る
を
え
去

か
っ
た
。
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
産
業
草
命
と
同
時
に
こ
白
形
骸
化
白
仕
事
を
は
じ
め
た
。
す
な
わ
ち
一
七
七
六
年
に
、

『
国
富
論
』
を

出
版
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
財
政
学
主
創
始
し
た
の
で
あ
る
。
モ
れ
ま
て
白
財
政
学
は
も
っ
ぱ
b
国
民
的
な
も
白
で
あ
っ
た
。
国
家
経
済

は
全
国
家
体
制
の
た
ん
な
る
一
部
門
に
す
ぎ
な
い
と
み
な
さ
れ
、
国
家
モ
の
も
の
に
従
属
さ
せ
ら
れ
て
恒
た
。
ア
ダ
ム

-
Z
ミ
ス
は
世

界
主
義
主
国
民
的
目
的
白
下
位
に
治
吉
、
国
家
経
済
を
国
家
白
木
質
と
目
的
に
ま
で
た
か
め
た
。
彼
は
政
治
、
政
党
、
宗
教
等
、
い
っ

さ
い
の
も
の
を
経
済
的
範
鳴
に
還
元
し
、
そ
れ
に
よ
っ

τ、
所
有
を
国
家
の
本
質
と
し

τ、
設
富
士
国
家
の
目
的
と
し

τみ
と
め
た
。
」

尉
政
川
町
干
と
国
家
認
識

第
七
十
九
巻

七

第
三
号

ブL



財
政
一
学
と
国
家
認
識

第
七
十
九
巻

ノーに

第
三
号

問。

右
に
泊
、
平
長
文
友
が
b
引
用
し
た
エ
ン
グ
ル
丸
心
言
葉
は
、
エ
ミ
ス
財
政
学
の
歴
史
的
評
価
に
あ
た
っ

τの
重
要
な
提
言
を
し
己
い

る
λ

ミ
λ

は
、
こ
れ
ま
で
国
家
体
制
。
一
部
門
と
し
て
国
家
臼
必
要
に
従
属
し
て
H
た
財
政
論
を
解
放
し
、
経
済
学
の
体
系
の
中
に
包

括
し
、
そ
り
不
可
欠
白
一
介
肢
と
し

τ位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
。
乙
の
乙
と
が
、
「
財
政
学
」
の
生
誕
、
五
し
い
科
学
的
財
政
学
白
端

緒
を
う
ち
た
て
た
乙
と
主
意
味
す
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
ス
ミ
凡
に
と
っ
て
国
家
白
形
骸
化
が
必
要
で
あ
っ
た
。

λ

ミ
λ

の
時
代
白
イ

ギ
リ
ス
は
、
ま
さ
に
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
の
ス
ロ
ガ
ン
を
高
く
か
か
げ

τ
「
原
書
国
家
」
か

b
む
解
放
を
呼
ぶ
転
換
機
で
あ
り
、
ス

ミ
ス
は
モ
の
代
弁
者
で
あ
っ
た
。
彼
の
経
済
学
研
究
「
グ
ラ
ス
ゴ

l
大
学
講
義
」
・
「
国
富
論
草
稿
」
・
「
国
富
論
」
の
一
貫
し
た
、
主
張

は
、
「
原
古
同
国
家
」
か

b
、
「
経
済

l
資
本
制
生
産
過
程
モ
れ
自
体
が
っ
く
り
だ
す
『
与
件
」

金
暴
力
と
お
な
じ
も
り
が
A

〈
安
れ
て
い
る
)
を
た
だ
法
的
に
確
認
し
て
く
れ
る
国
府
」
へ
白
転
換
で
あ
っ
た
。
ナ
な
わ
ち
、

(
そ
り
中
に
は
、
実
は
原
蓄
国
家
自
ふ
る
っ
た

経
済
法
則
の

自
律
性
主
基
調
と
し

τ経
済
と
国
家
と
り
相
互
依
伊
関
係
全
正
し
く
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
己
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、

「
国
官

論
」
の
叙
述
に
お
い

τも
、
端
的
に
証
明
で
き
る
己
と
て
あ
る
。

ス
ミ
只
財
政
学
た
る
「
国
富
論
」
第
五
篇
は
、
こ
の
主
題
を
基
調
と
し
て
、
国
家
経
済
白
限
界
、

E
し
く
理
解
さ
れ
た
自
然
的
秩
序

か
b
生
ず
る
収
入
治
主
び
支
向
の
検
討
世
話
こ
な
っ
た
り
て
あ
る
。

モ
己
て
、
さ
ら
に
進
ん
て
ス
ミ
ザ
〈
財
政
学
に
ゐ
け
る
国
家
ん
を
考
察
し
よ
う
。

マ
〈
ミ
ザ
ハ
は
「
国
富
論
」
第
四
篇
に
お
い
て
、
重
商
主
義
批
判
を
試
み
て
い
る
。
重
商
主
義

ω
体
系
は
、
政
治
と
経
済
白
結
び
づ
き
の

必
然
性
を
説
告
、
宮
は
権
力
て
あ
ヲ
た
。
重
商
主
義
者
に
と
っ
て
は
、
貨
幣
は
資
本
と
し
て
と

b
え
ら
れ
、

G

W

G

と
い
う
資
本

循
謙
白
一
般
的
範
式
は
、
あ
ら
ゆ
る
積
類
白
国
家
政
策
を
媒
介
に
し
て
可
能
で
あ
っ
た
し
、
国
家
政
策
の
媒
介
が
貨
幣
が
資
本
た
る



現
実
怯
を
も
た
ら
し
た
白
て
あ
る
。
「
い
わ
ゆ
る
自
仲
間
的
方
法
に
よ
っ
て
で
た
く
、
強
制
手
段
に
よ
っ
て
達
成
さ
る
べ
き
資
本
の
加
速
度

的
発
展
」
こ
そ
が
、
本
来
心
霊
商
主
義
体
系
の
役
割
と
論
理
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
重
商
主
義
体
系
に
治
け
る
国
家
は
、
「
資
本
家
階
級
の

利
益
お
よ
び
致
宮
一
勧
」
を
も
も
た
ら
し
(
消
費
者
自
犠
牲
に
お
い
て
生
産
者
に
)
、
「
近
代
社
会
に
お
け
る
国
民
的
力
お
よ
び
国
民
的
優

越
白
基
礎
」
と
な
り
え
白
。
重
商
主
義
体
系
に
み
ら
れ
る
こ
の
「
国
民
的
力
」
、
「
公
共
的
利
益
」
を
批
判
し
、
そ
れ
に
た
い
し
て
「
王

義
」
の
国
家
あ
る
い
は
自
然
的
秩
序
に
立
脚
し
た
国
家
主
保
証
す
る
こ
と
に
ス
ミ
ス
の
同
的
は
向
け
ら
れ
て
い
た
υ

エ
ン
グ
ル
エ
の
い

う
と
こ
ろ
の
、
ス
ミ
ス
に
ゐ
け
る
国
家
「
形
骸
化
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ス
ミ
ス
は
国
家
を
批
判
し
た

が
、
国
家
の
粉
砕
を
呼
ん
だ
り
あ
る
W
は
国
家
白
必
要
性
を
否
定
し
左
か
っ
た
。
彼
は
「
富
裕
」
の
観
点
か
b
、

主
張
し
た
り
て
あ
っ
か
。

「
正
義
」
の
国
家
を

で
は
、
ス
ミ
ス

ohvう
耳
家
の
「
形
骸
佑
」
の
内
容
て
あ
る
「
E
義
」
の
国
家
と
は
、
ど
心
よ
う
な
も
D
で
あ
ろ
う
か
a

守
〈
ミ
日
〈
は
、

国
家
の
強
制
力
が
発
動
す
べ
き
限
界
を
み
さ
だ
め
一
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
。
そ
の
限
界
の
正
当
性
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
自
然
的
秩
序

1
経

済
法
則
の
自
律
性
を
確
認
す
る
「
主
義
」
の
国
家
が
存
在
し
、
そ
の
国
家
は
社
会
の
存
在
と
諸
国
民
の
富
裕
を
保
証
す
る
。
す
な
わ
ち
、

分
業
・
蓄
積
を
阻
害
し
、
市
場
価
格
を
自
然
価
格
以
上
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
下
に
増
減
さ
世
、
豊
富
乃
至
低
廉
を
あ
や
う
く
す
る
よ

う
在
国
家
の
政
策
壮
否
定
さ
れ
、
ス
ミ
ス
の
い
う
と
己
ろ
の
、
財
産
主
守
り
、
公
共
施
該
や
裁
判
官
を
維
持
し
、
国
防
・
軍
備
を
擁
す

る
国
家
が
登
場
す
る
。

ζ

D
ょ
う
た
国
家
を
経
済
学
的
に
位
置
づ
け
る
己
と
が
、
「
国
富
論
」
第
五
篇
て
考
察
さ
れ
た
ス
ミ
ス
財
政
学

の
中
心
課
題
て
あ
る
。
か
く
し
て
、
国
家
の
「
形
骸
化
」
と
い
う
旦
ミ
ス
の
作
業
は
、
財
政
学
白
展
開
の
叩
て
恋
し
と
げ
ら
れ
、
そ
れ

が
国
民
経
済
学
心
生
誕
を
も
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
ぞ
、
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
、
財
政
学
は
経
済
学
て
あ
り
、
ま
た

経
済
学
の
不
可
欠
の
重
要
部
分
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
ェ
ミ
旦
の
財
政
学
は
、
経
済
諸
関
係
あ
る
い
は
経
済
法
則
か
b
D
上
向
、
経
済
学
自
必
然
的
展
開
て
あ
っ
ゎ
。
狼
は
財

政
学
の
経
済
的
某
礎
を
「
生
産
的
労
働
」
及
び
「
不
生
産
的
労
働
」
に
求
め
た
。
?
な
わ
ち
A

ミ
ス
は
物
質
的
財
貨
の
生
産
に
む
け

b

れ
る
労
働
が
生
産
的
で
あ
る
と
み
な
し

τ、
租
税
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
亡
い
る
君
主
、
軍
人
、
官
僚
等
白
労
働
の
生
産
的
性
格
を
否
定

し
た
。
己
れ
ら
の
不
生
産
的
労
働
者
は
直
接
純
収
入
(
地
代
・
利
潤
)
中
、
そ
れ
か
ら
派
生
し
た
財
政
収
入
か

b
支
払
わ
れ
る
n

し
た
が

っ
て
ス
ミ
ス
は
、
生
産
的
左
労
働
の
犠
牲
に
よ
る
不
生
産
的
労
働
の
増
加
は
、
生
産
カ
の
発
展
、
宮
白
蓄
積
士
閉
山
害
す
る
と
し
て
、
高

価
な
政
府
批
判
す
る
。

註
一
こ
白
λ

ミ
ス
白
止
産
的
労
働
P
概
念
は
ニ
つ
白
規
定
(
マ
ル
ク
ス
回
表
現
に
し
た
が
え
ば
「
資
本
を
生
む
労
働
」
と
し
℃
申
定
義
と
「
商
品
を

生
産
す
る
労
働
」

k
し
℃
申
克
義
)
を
も
ち
彼
自
叙
述
白
中
に
あ
っ
て
は
絶
え
ず
一
文
錯
し

τ
い
る
。
国
家
収
入
。
源
泉
に
関
す
る
限
り
、
放
は
第
二

巴
定
義
か
P
D

一
応
出
発
し
て
い
る
止
ろ
に
み
え
る
が
、
と
の
三
ワ
の
克
義
申
交
錯
匹
、
彼
。
町
政
川
口
与
り
目
に
程
L
R
O
混
乱
と
矛
置
を
も
ち
こ
ん
で
い

る
。
と
の
点
目
分
析
は
興
味
あ
る
阿
題
で
あ
る
が
小
論
。
範
聞
で
は
な
し
え
な
い
り
で
、
新
た
め
て
別
白
梢
去
に
ま
つ
ζ

と
と
す
る
。

右
の
考
え
方
に
た
て
ば
、
国
家
機
関
に
属
す
る
勤
務
員
の
労
働
は
当
然
不
生
産
的
で
あ
る
が
、
し
か
し
ス
ミ
見
に
あ
っ
て
は
彼
等
の

労
働
は
有
用
で
あ
る
o

何
故
な
ら
、
彼
等
の
労
働
紅
、
財
産
白
保
護
、
国
家
白
安
全
、
防
衛
生
も
た

b
し
、
し
か
も
必
要
注
も
の
で
あ

る
か
ら
、
す
な
わ
ち
、
彼
等
白
労
働
は
、
官

1
生
産
力
山
見
地
か
ら
有
用
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

λ

ミ
マ
ハ
は
生
産
力

1
官
白
視
点
か
ら
、

市
令
社
会
に
h
d

い
て
は
搾
取
が
存
在
し
、
貧
富
の
階
級
的
対
立
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ

b
ず
、
富
裕
は
全
社
会
に
し
ん
と
う
す
る
と

み
た
し
た
。
こ
己
に
は
、
絶
対
的
志
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
に
た
い
す
る
、
楽
観
的
認
識
が
み
b
れ
、
ス
ミ
ス
の
国
家
が
不
生
産
性
と
有

用
性
と
を
無
理
な
く
併
存
さ
せ
て
い
る
秘
密
も
、
右
に
述
べ
た
凡
ミ
兄
白
市
民
社
会
把
握
に
対
応
す
る
も
の
と
悼
え
よ
う
。
だ
か

b
、

「
原
蓄
国
家
」
の
高
価
な
る
政
府
の
否
定
u
H
「
安
価
な
る
政
府
」
と
い
「
う
ス
ミ
ス
白
主
張
は
、

一
八
世
紀
の
産
業
資
本
家
の
若
々
し
い

市
民
社
会
認
識
に
も
と
づ
〈
積
極
的
主
張
と
み
恋
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。



さ
て
、
ス
ミ
ス
財
政
学
は
「
国
富
論
」
第
五
篇
て
展
開
さ
れ
、
次
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
α

す
な
わ
ち
、
第
一
章
は
経
費
論
、

第
二
章
は
収
入
論
、
第
三
章
は
公
債
論
で
あ
る
。
構
戒
に
お
い

τ、
経
費
論
は
伎
の
財
政
学
白
出
発
点
で
あ
り
、
収
入
論
の
前
提
で
あ

る
。
し
か
も
、
財
政
学
全
体
主
貫
ぬ
く
枢
軸
て
あ
コ
た
。
そ
れ
は
、
先
述
し
た
エ
ン
グ
ル
ス
の
一
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
ザ
ハ
ミ
ス
財
政
学

は
国
家
主
骨
骸
佑
す
る
作
業
、
す
な
わ
ち
、
国
家
活
動
D
限
界
(
政
財
学
的
に
い
え
ば
経
費
請
。
周
知
O
よ
う
に
、
ス
ミ
λ

は
国
家
経
賓
と
し
て

国
防
費
、
司
法
費
、
土
木
工
事
及
日
公
主
施
設
白
経
費
、
ム
ナ
格
者
申
威
厳
維
持
費
を
許
容
し
て
い
る
J

を
明
確
に
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
れ
た

こ
と
か
ら
説
明
し
う
乞
こ
り
限
界
性
心
規
定

l
lス
ミ
ス
は
生
産
的
な
ら
び
に
不
生
産
的
労
働
か
ら
出
発
さ
せ
た
の
で
あ
る
が

1
i

は
、
一
点
て
は
重
商
主
義
国
家
の
財
政
政
策
か
ら
白
解
放
と
変
革
を
う
な
が
し
、
他
方
て
は
価
値
論
・
再
生
産
論
か
ら
財
政
学
へ
む
上

向
を
媒
介
す
る
と
い
う
二
重
の
意
義
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
己
己
に
ス
ミ
ス
が
経
費
論
を
彼
白
財
政
学
白
出
発
点
と
し
た
理
由
が

あ
る
。
己
白
よ
う
な
意
味
て
経
費
論
を
出
発
点
と
す
れ
ば
、
当
然
モ
白
経
費
白
源
泉
は
ど
と
に
あ
り
、
い
か
に
し
亡
富

l
生
産
力
白
増

大
を
阻
害
ナ
る
こ
と
な
し
に
国
家
収
入
を
獲
得
す
る
か
が
問
題
に
な
り
、
収
入
論
へ
と
移
行
す
る
白
で
あ
る
α

そ
し

τ、
公
費
論
は
収

入
論
て
考
察
し
た
租
税
白
延
長
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
か
く
し
℃
、
九
ミ
λ

財
政
学
は
、
モ
の
構
成
と
か
ら
み
亡
も
、
彼
D
国

家
認
識
を
反
映
し
、
経
済
法
則
の
自
律
性
と
結
び
つ
け
℃
展
開
さ
れ
て
H
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

勿
論
、
ス
ミ
ス
白
国
家
は
マ
ル
ク
ス
白
階
級
国
家
で
は
な
く
、
市
民
社
会
の
階
級
対
立
を
認
識
し
た
立
場
を
全
面
的
に
貰
ぬ
い
亡
い

る
と
は
hv
え
友
い
予
そ
白
点
て
は
、
ス
ミ
ス
に
お
け
る
国
家
と
経
済
と
の
統
一
的
認
識
に
は
不
十
分
さ
と
フ
ル
ジ
ョ
ア
的
限
界
が
あ
る
。

に
も
か
か
ゆ
b
ず
、
わ
れ
わ
れ
が
λ

ミ
λ
財
政
学
士
高
く
評
価
す
る
の
は
、
経
済
か
ら
圏
家
を
導
び
吉
、
国
家
を
経
済
と
結
び
つ
け
た

こ
と
で
あ
る
。
ス
ミ
見
に
代
表
さ
れ
る
古
典
派
経
済
学
白
遺
産
を
抗
判
的
に
摂
取
し
た
と
い
わ
れ
る
マ
ル
ク
λ

は
、
ス
ミ
ス
財
政
学
の

己
目
方
法
を
発
展
さ
せ
、
完
成
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
マ
ル
ク
ス
は
、
閏
家
主
プ
ル
日
ョ
ア
社
会
の
一
二
大
階
級
白
内
部
的
仕
組
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四
目

み
白
必
然
的
な
外
化
物
と
し
て
把
握
し
、
財
政
学
に
経
済
体
系
の
中
て
、

を
あ
た
え
よ
う
と
し
た
。

「
国
富
白
形
態
て
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
総
括
」
者
白
位
置

τ
ル
ク
ス
に
よ
っ
亡
、
ス
ミ
九
に
お
け
る
国
家
と
経
済
と
の
結
び
づ
き
は
、
真
に
統
一
的
・
総
体
的
に
と
ら

え

b
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
て
、
制
学
的
財
政
学
白
発
展
白
方
向
は
ス
ミ
ス
か
ら
マ
ル
グ
九
へ
の
道
主
辿
る
と
考
え
ら
れ

る
。
以
下
、

し
よ
〉
つ
。

T

ル

F
ス
む
い
う
「
国
家
り
形
態
ゼ

D
フ
ル
チ
ョ
ア
社
会
心
総
括
」
士
考
察
す
る
こ
と
に
よ
づ
亡
、
有
の
点
を
明
ら
か
に

ω
品
ン

F
ル
ス
「
国
民
経
済
学
批
判
大
綱
」
、
マ
ル
・
ェ
ン
選
集
(
大
月
書
眉
)
楠
巻
五
、
一
一

O
一
頁
。

側
主
ン
ザ
ル
λ

「
イ
ギ

P
メ
白
状
態
」
、
マ
ル
・
エ
ン
選
集
、
補
藩
五
、
一

O
六

l
七
頁
。
既
に
内
田
義
彦
氏
は
「
経
済
学
り
生
誕
」
で
、
と
白
エ
ン

F
ル
ス
白
言
葉
監
ス
ミ
ス
経
済
学
研
究
を
問
題
意
識
と
さ
れ
て
い
る
。

同
内
同
義
彦
「
経
説
明
学
白
生
誕
」
、
(
宋
米
社
)
七
二
頁
。

ωωω
マ
ル
ク
ス
「
資
本
論
」
、
第
三
部
第
一
三
分
冊
、
長
谷
部
訳
一
一

O
六
買
。

向

W

九
ミ
ス
「
道
徳
情
揖
諭
」
、
米
林
富
雄
訳
一
六
六
頁
、
第
二
篇
第
一
章
参
照
、
主
た
「
国
富
論
」
に
お
い
て
も
、
商
業
や
製
造
業
が
繁
噌
す
る
国
家

に
尉
け
る
政
府
四
正
義
(
正
己
目
。
。
片
岡
OA町
内
山
口

M
E
O
Z
)
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
(
「
国
富
論
」
第
五
分
冊
、
大
内
訳
一
三
頁
参
照
。
)

制
九
ミ
ス
申
時
代
白
国
家
を
指
じ
て
、
よ
く
「
夜
普
国
家
」
「
国
家
由
無
産
七
」
だ
と
去
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
決
し

τ正
し
い
表
現
で
は
な
い
。

レ
ッ
セ
・
フ

a
1
1
y
が
叫
ほ
れ
、
経
品
開
目
白
神
性
J
F

作
用
す
る
申
位
、
そ
れ
を
常
に
支
え

τ
い
る
国
家
持
力
が
強
〈
働
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ω
九
ミ
ス
「
国
富
論
」
第
五
篇
に
お
い
て
、
租
税
が
、
資
本
、
労
白
、
地
代
に
お
よ
ぽ
す
膨
響
を
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
り
は
周
知
む
ど
主
く
で
あ
る
。

M
W

次
回
ス
ミ
ス
申
言
葉
は
有
名
で
診
る
。
「
文
明
国
田
政
府
は
野
蛮
固
に
於
け
る
よ
り
も
は
る
か
に
費
用
が
か
か
る
も
り
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
一

つ
由
政
府
が
他
む
そ
れ
よ
り
も
費
用
が
か
か
る
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
一
つ
り
国
が
他
方
よ
り
も
進
歩
L
℃
い
る
と
い
っ
た
む
と
同
様
で
あ
る
。
政

府
に
費
用
が
か
か

P
、
民
舟
が
抑
圧
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
り
拡
民
衆
が
富
ん
で
い
る
と
い
う
と
と
で
み
や

Q

文
明
固
に
於

τ
位
、
野
歪
国
で
は
用

も
な
い
多
〈
由
自
費
が
必
要
で
あ
る
。
軍
備
・
艦
隊
・
要
塞
及
び
ハ
民
共
申
建
物
中
裁
判
官
・
牧
入
官
吏
が
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
「
国
富

論
」
第
五
分
冊
、
岩
由
丈
庫
版
四
=
一
一
ー
l
ニ
頁
〕
。



判

ス

ミ

λ

に
九
世
け
る
国
家
は
、
彼
白
価
値
論
、
再
生
産
論
か
ら
必
然
的
に
導
き
だ
さ
れ
た
も
り
で
あ
る
か
し
た
が
ヲ
て
彼
が
財
政
学
を
経
済
理
論
と

D
統
一
的
連
関
り
も
と
に
、
抱
損
し
よ
う
と
し
た
と
み
な
け
れ
ば
た
ゐ
ま
い
。
と
り
点
、
マ
ル
ク
ス
が
「
『
経
済
学
批
判
』
序
説
」
で
、
「
経
済
学

白
方
法
」
に
口
い
て
論
じ
た
際
、
古
典
派
経
済
ギ
者
が
「
労
働
、
分
業
、
慾
望
、
交
換
価
値
O
よ
う
な
単
純
な
も
白
か
ら
、
国
家
、
苛
国
民

ρ究
換
、

世
界
市
場
に
ま
で
白
ぼ
っ
て
ゆ
〈
統
語
学
四
諸
体
系
L

(

国
民
文
庫
版
二
九
五
頁
)
を
位
じ
品
た
こ
と
を
、
「
制
学
的
に
た
だ

L
い
方
法
」
(
向
上
)

冒
と
述
占
へ
た
ζ

と
を
想
起
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
と
ベ
テ
イ
に
み
ら
れ
る
国
家
か
ら
下
向

L
℃
経
済
法
則
お
よ
び
経
済
諾
関
係
を
認
識
し
た
方
法
と

同
対
照
的
で
あ
る
。

仰
と
申
点
に
関
し
て
、
高
島
善
哉
氏
は
、
ス
ミ
ス
に
お
い
て
は
経
費
論
よ
り
も
収
入
請
に
重
点
が
担
か
れ
て
い
る
と
主
張
さ
れ

τい
る
a

す
苛
わ
ち
、

「
固
家
が
そ
り
伍
務
を
果
す
た
め
に
必
要
な
経
費
は
刊
が
、
ま
た
そ
れ
を
い
か
に
使
っ
た
ら
最
も
よ
〈
公
共
由
利
益
を
促
讃
す
る
乙
と
が
で
き
る
か

と
い
う
こ
と
よ

D
も
、
む
し
ろ
、
そ
由
経
費
白
源
泉
は
ど
と
に
あ
る
か
、
い
か
に
し
て
国
家
。
収
λ
が
獲
得
さ
れ
う
る
か
と
い
う
と
主
で
あ
る
」

k
。

し
か
し
な
が
ら
、
ス
ミ
ス
が
、
た
ん
に
「
安
価
な
ゐ
政
府
」
を
消
極
的
に
主
張
す
る
だ
げ
で
な
〈
、
し
ば
し
ば
高
価
な
る
政
府
を
も
主
張
す
の
。
そ

れ
は
只
ミ
ス
の
い
う
「
正
義
」
四
国
家
が
、
生
産
力
を
発
展
さ
せ
る
と
い
う
確
信
と
事
実
認
識
を
も
と
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
ス
ミ
ス
は
、
固
宮
論
D

随
所
で
国
家
経
費
が
生
産
力
を
発
展
さ
せ
う
る
こ
と
を
説
い
て
い
。
。
し
た
が
っ

τ、
高
島
氏
自
見
解
に
た
い
し
て
、
私
は
た
だ
ち
に
賛
同
L
が
た

い
。
(
高
島
善
哉
「
国
宮
前
講
議
」
切
六
一
頁
参
照
)

ω
武
田
陸
夫
氏
は
、
前
担
論
文
で
、
ス
ミ
ス
経
法
学
に
尉
政
論
が
合
ま
れ

τ
い
る
こ
と
を
彼
U
欠
陥
と
し
、
経
済
学
り
純
粋
化
を
主
張
さ
れ
て
い

る
が
、
ス
ミ
ス
財
政
F
T
I経
済
牢
白
欠
陥
は
、
彼
自
富
お
よ
び
国
家
申
本
質
に
関
す
る
認
識
同
あ
自
の
り
で
あ
っ

τ、
そ
れ
を
批
判
的
に
正

L
長
田
が
、

マ
ル
ク
ス
へ
の
方
向
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
「
『
経
済
学
批
判
』
停
制
」
、
国
民
文
庫
腹
、
三

O
六百一。

(1~ さ
て
、
マ
ル
ク
ス
は
「
経
済
学
批
判
休
系
」
の
編
別
構
成
白
中
に
「
国
家
」
の
項
目
を
挿
入
し
た
こ
と
は
周
知
の
ご
と
く
で
あ
る
。

財
政
学
と
国
家
認
識

第
七
十
九
巻

四

第
三
u
f

i"l 
互ζ



財
政
学
と
国
家
認
識

二

四

回

第

三

号

四

六

す
な
わ
ち
、
彼
は
「
私
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
経
済
の
体
制
セ
、
ワ
ぎ
り
順
序
て
、
す
な
わ
ち
、
資
本
、
土
地
所
有
、
賃
労
働
、
そ
れ
か

b

国
家
、
外
国
貿
易
、
世
界
市
場
の
順
序
て
考
察
ず
か
」
と
述
べ
て
い
る
。
マ
ル

F
ス
に
よ
れ
ば
は
じ
め
の
三
項
目
は
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社

会
の
内
部
的
仕
組
み
を
な
し
、
ま
た
基
本
的
階
級
が
存
立
す
る
基
機
と
な
っ

τい
る
諾
範
時
」
て
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
は
「
国
家
」
の

項
」
同
に
、
弓
不
生
産
的
』
諸
階
級
」
「
租
税
」
「
国
債
」
「
公
信
用
」
「
人
口
」
「
植
民
地
」
「
移
住
」
を
あ
げ
、
こ
れ
b
の
諸
項

目
を
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
国
家
の
形
態
て
の
総
括
。
そ
れ
自
体
に
対
す
る
関
係
て
考
出
血
す
る
己
と
」
を
の
ベ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
マ

ル
ク
旦
の
「
「
経
済
学
批
判
』
白
準
備
ノ
ー
ト
」
に
お
い
て
は
ア
:
・
コ
一
階
級
。
そ
の
後
に
|
|
国
家
(
国
家
と
プ
ル
ジ
ョ
ア
社
会

)
o
l
-
-

租
税
、
ま
た
は
不
生
産
的
諸
階
級
の
存
在
。
困
債

υ
1
i人
口
。

1
l外
部
へ
む
か
つ
て
の
国
家
、
す
な
わ
ち
、
植
民
地
。
外
国
貿

易
o

'

b

」
と
怠
っ
て
い
る
。

第
七
十
九
巻

:
ー
ー
最
後
に
世
界
市
場
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
が
国
家
り
わ
く
を
こ
え
て
外
へ
出
る
こ
と
。
恐
慌
。

以
上
の
マ
ル
ク
ス
の
言
葉
は
、
財
政
学
の
対
象
領
域
、
方
法
論
、
財
政
学
と
他
白
経
済
諸
科
学
と
の
関
連
等
に
つ
い
て
の
重
要
な
一
不

吸
を
与
え

τい
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
「
国
家
」
の
項
目
中
に
包
含
さ
れ

τい
る
財
政
諸
範
臨
時
の
取
扱
い
方
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ

こ
て
は
国
家
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
そ
れ
自
体
に
対
す
る
関
係
、
国
家
の
形
態
て
総
括
さ
れ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。

第
二
に
、

「
国
家
」
が
経
済
学
批
判
体
系
の
編
別
構
成
に
島
け
る
前
半
の
項
目
(
資
本
、
土
地
所
有
、
賃
労
働
)
か
ら
、
後
半
の
項
目

へ
上
向
す
る
媒
介
的
契
機
と
し
て
、

「
経
済
学
批
判
体
系
」
に
お
け
る
「
園
家
」
の
位
置
づ
け
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
モ
己
て
以
下
方

の
二
論
点
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
立
入
っ
た
考
察
を
展
開
し
て
み
よ
う
。

マ
ル
ク
ス
は
「
国
家
の
形
態
て
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
総
括
。
そ
れ
自
体
と
の
関
係
て
考
察
す
る
己
と
。

『
不
生
産
的
』
階
級
。
租
税
。
閏
債
。
・
・
」
と
述
べ

τい
る
。
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、
マ
ル
グ
凡
の
こ
の
一
何
の
考
察
か
ら
開
始
す
る
。

マ
ル
グ
ス
の
国
家
論
の
研
究
は
、
す
ぞ
に
一
八
四

0
年
代
か
ら
、
彼
が
ん
グ
ル
完
派
か
ら
脱
却
す
る
過
程
て
は
じ
主
っ
て
い
る
。

右
に
引
用
し
た
工
ろ
に
、



彼
は
「
独
仏
年
誌
」
、
「
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
」
に
ひ
き
つ
づ
き
、
「
「
へ

l
F
ル
国
法
論
批
判
』
」
て
、

「
論
理
的
・
汎
神
論
的
神
秘
主
義
が
非
常
に
は
っ
き
り
と
露
量
さ
れ
h
」
国
家
論
の
批
判
的
検
討
か
ら
出
発
し
た
。
そ
り
結
果
、

マ
ル
ク
ス
は
次
の
よ
う
な
結
論
を
え
た
の
で
あ
る
。
「
法
律
諸
関
係
な
ら
び
に
国
家
諸
が
態
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
も
、

へ
I
グ
ル

「
法
哲
学
」

に
お
け
る

ま
た
い
わ
ゆ
る
人
間
精
神
の
一
般
的
発
展

h
r
b
も
理
解
さ
れ
る
も
り
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
b
は
、
物
質
的
な
諸
関
係

!
iそ
れ
ら

の
総
体
を
へ
l
ゲ
ル
は
一
八
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
人
と
フ
ラ
Y

ス
人
の
先
例
に
な
ら
っ
て
「
市
民
社
会
」
守
口
円
四
日

E
Z
O
B
n口
問
宮
内
。

剖
は
こ
れ
を
経
済
学
の
う
ち
に
も
と
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

。F

一場、
4

、

中
t
，刀

だ
が
こ
の
市
民
社
会
臼
解

同
時
に
マ
ル
ク
ス
が
、
把
握
し
た
己
と
は

と
い
う
名
称
の
も
と
に
総
括
し
て
い
る
お

E
M
W
E
S
S
F
a
)
!ー
に
根
底
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、

「
F
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
て
も
の
べ
て
い
る
よ
う
に
国
家
の
申
に
こ
そ
「
所
与
の
時
代
り
全
市
民
社
会
が
総
括
さ
れ
る
(
盟
各

自
由
自
目
。
巳
宮
町
)
と
い
う
己
乙
で
あ
る
。
ず
友
わ
ち
、
マ
ル
ク
ス
が
経
済
学
批
判
体
系
の
前
半
頃
目
て
分
析
し
よ
う
と
し
た
資
本
、

土
地
所
有
、
賃
労
働
と
い
う
市
民
社
会
の
三
大
階
級
が
モ
れ
に
立
脚
し
て
い
る
経
済
的
諸
範
噂
と
そ
白
相
互
関
係
は
、
国
家
由
形
態
比

総
括
さ
れ
て
己
モ
、
そ
白
総
体
性
、
よ
り
複
雑
て
、
豊
富
な
物
質
的
誇
関
係
に
上
向
て
き
、
道
民
国
家
主
全
市
民
社
会
日
「
総
括
」
と

し
て
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家

ω最
奥
の
基
礎
昔
物
質
的
諸
関
係
の
中
に
求
め
、
そ
う
し
て
国
家
の
独
自
的
論
理
も
究
明
し
う

る
の
で
あ
る
。

と
と
ろ
て
、
己
こ
に
云
う
国
家
は
、
ま
さ
に
国
家
権
力
、
上
部
構
造
そ
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
国
家

権
力
そ
り
も
り
と
経
済
的
諸
範
臨
時
、
三
大
階
級
の
と
り
む
す
ぷ
者
関
係
と
を
媒
介
す
る
も
の
は
何
て
あ
る
か
を
次
に
考
え
ね
ば
な
ら
な

い
。
た
ぜ
な
b
資
本
、
土
地
所
有
、
賃
労
働
と
い
う
経
済
的
諸
範
臨
時
は
、
上
部
構
造
と
し
て
む
国
家
と
は
直
接
に
結
び
つ
け
b
れ
る
も

の
で
は
な
く
、
物
質
的
諸
関
係
の
よ
り
具
体
的
規
定
を
媒
介
と
し
て
こ
そ
、
そ
の
結
び
つ
き
が
可
能
と
な
る
か

b
で
あ
る
。
そ
の
た
め

財
政
ほ
と
国
家
認
識

第
七
十
九
巻

四
五

罪
三
号

四
七



財
政
学
と
国
家
認
識

第
七
十
九
巻

三
四
六

葬
三
号

回
F、

に
、
経
済
的
諸
範
曜
と
そ
れ
b
が
と

p
結
ぶ
基
本
的
生
産
関
係
は
、

ご
般
に
霊
長
、
移
植
段
、
本
源
的
互
い
生
産
諸
関
事
ι
」
必
然
的
に
媒
介
的
契
機
と
す
る
白
て
あ
る
。

中
に
あ
げ
ら
れ
た
「
『
不
生
産
的
』
階
級
、
租
税
、
国
債
、
必
信
用
・
・
」
と
モ
は
、
閏
家
と
の
関
係
ゼ
場
察
さ
れ
た
媒
介
的
契
機
な

さ
ら
に
、

複
雑
J

し
、
皇
官
な
規
定
性
を
与
え
ら
れ
る
た
め
の
、

「
国
家
」
の
項
目

『
経
済
学
批
判
』
序
一
吉
に
治
け
る
唯
物
史
観
の
定
式
化
に
い
わ
ゆ
る

『
法
律
的
な
、
ま
た
政
治
的
な
上
部
構
造
』
と
『
現
実
的
な
士
台
」
た
る
『
経
済
構
造
」
と
白
結
節
点
に
こ
そ
生
起
す
る
」
も
の
で
あ

る
。
財
政
が
政
治
と
経
済
と
白
結
節
点
て
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
上
う
な
意
味
に
お
い

τて
あ
る
。

の
で
あ
る
。
す
左
わ
ち
、

「
こ
れ
む
は
ず
で
て
、

あ
の
有
名
な

己
己
て
注
恵
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
己
と
は
、
こ
れ
ら
む
諸
項
目
が
、

「
国
家
の
形
態
て
総
括
さ
れ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
」
て
あ
る
か
ら
と

マ
ル

F
ス
は
「
資
本
論
」
中
、

い
わ
ゆ
る
「
本
源
的
蓄
積
、
過
程
」
白
筒
所
て
、
国
債
制
度
、
近
代
的
租
税
制
度
・
」
を
国
家
権
力
の
発
動
と
し
て
扱
い
、
「
暴
力
は

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
.
、
、
、
、
、
、
、
凶

新
し
い
社
会
主
字
ん
で
い
る
あ
ら
ゆ
る
旧
い
社
会
に
と
っ

τ白
助
産
婦
で
あ
る
。
そ
れ
自
体
一
つ
白
経
済
的
な
機
能
力
て
あ
る
」
と
い

う
。
こ
こ
で
は
租
税
制
度
、
国
債
制
度
:
・
と
い
う
上
部
構
造
と
し
て
白
国
家
権
力
主
白
も
む
が
経
済
力
と
し
て
作
用
す
る
限
り
に
わ

い
て
考
察
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
白
て
あ
る
。
し
た
が
フ
て
、
資
本
主
義
的
社
会
構
成
体
の
全
体
昔
、
生
き
た
構
成
体
と
し
て
、

ρ
フ
て
、
直
b
に
、
政
治
的
上
部
構
造
モ
の
も
の
と
し
亡
の
国
家
権
力
士
除
外
さ
せ
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の

豊
富
た
、
全
体
的
な
、
複
雑
在
諸
側
面
を
明
b
か
に
す
る
た
め
に
は
国
家
権
力
モ
れ
自
体
も
、
そ
り
前
提
と
し
て
財
政
学
の
中
に
導
入

す
る
必
要
が
あ
る
。

四

マ
ル

F
ス
が
か
の
有
名
た
「
経
済
学
批
判
』
序
説
」
の
「
経
済
学
の
方
法
」
に
沿
い
て
述
べ
た
ご
と
く
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
を
わ
れ



わ
れ
が
限
前
陀
見
る
と
き
は
、
一
個
の
複
雑
な
、
国
主
官
回
投
容
姿
を
も
っ
て
追
っ
て
く
る
白
で
あ
る
o

モ
れ
は
「
つ
ね
に
生
き
た
全
体
、

す
な
わ
ち
人
口
、
国
民
、
国
家
、
多
数
白
園
家
等
々
」
て
あ
る
が
、
ま
だ
、
わ
れ
わ
れ
に
は
「
全
体
の
混
沌
と
し
た
表
象
な
の
で
あ
る
」

モ
し
て
そ
れ
ら
を
分
析
の
結
果
、
も
っ
と
も
単
純
な
諸
規
定
に
到
達
し
、
そ
と
か
ら
ふ
た
た
び
後
方
へ
の
旅
が
開
始
さ
れ
て
、
多
〈
の

諸
規
定
と
関
係
を
も
っ
豊
富
な
総
体
と
し
て
む
プ
ル
日
ョ
ア
社
会
白
金
表
象
を
暴
露
し
う
る
白
で
あ
る
。
こ
の
上
向
的
方
法
を
マ
ル
ク

マ
ハ
は
経
済
学
白
「
科
学
的
に
玉
し
い
方
法
」
と
名
づ
け
、
そ
り
順
序
と
し

τ
，
労
働
、
分
業
、
欲
望
、
交
換
価
値
の
よ
う
左
単
純
去
も

の
か

b
、
国
家
、
諸
問
民
国
白
交
換
、
世
界
市
場
に
ま
で
の
ぼ
っ
て
ゆ
く
経
済
学
の
諸
休
系
」
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
に
プ
ラ
ン
後
半

白
項
目
が
、
マ
ル
ク
ヲ
ハ
む
「
抽
象
か
ら
具
体
へ
」

1

簡
単
な
も
の
か
ら
複
雑
左
も
の
へ
」
と
悼
う
「
上
向
」
的
発
展
を
辿
る
経
済
学
諸

休
系
の
諸
項
目
て
あ
る
こ
と
を
知
U
う
る
。
だ
が
、
抽
象
的
な
、
単
純
な
経
済
的
諸
範
幡
は
、
つ
ね
陀
「
す
で
に
あ
た
え
ら
れ
℃
戸
る

具
体
的
な
、
生
き
た
全
体
」
|
|
た
と
え
ば
、
人
口
の
一
定
の
誇
関
係
と
か
、
国
家
制
度
等

A
-
1
-
の
「
抽
象
的
、
一
直
的
関
係
」

な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
抽
象
的
規
定
か

b
出
発
ム
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
に
あ
っ
て
は
つ
れ
陀
背
後
の
生
き
た
主
体
わ

よ
び
そ
れ
と
白
関
係
が
表
象
に
息
h
う
か
ベ

b
れ
友
が
弘
、
豊
富
た
総
体
的
規
定
へ
の
上
向
、
展
開
が
予
定
さ
れ
、
プ
ラ
ン
項
目
K
い

わ
ゆ
る
「
国
家
」
も
、
そ
の
よ
う
な
上
向
的
発
展
白
必
然
的
な
一
経
過
ぜ
あ
り
、
前
半
項
目
白
一
般
的
・
抽
象
的
諾
規
定
て
比
背
後
民

想
定
さ
れ
て
い
μ

た
具
体
的
規
定
と
し
て
白
「
国
家
」
て
あ
る
と
い
え
よ
う
。

し
か
も
己
と
て
い
う
と
己
ろ
の
「
国
家
」
の
項
目
は
、

「
閏
家
の
形
態
て
白
プ
ル
ジ
弓
ア
社
会
心
総
括
」
と
し
て
、
プ
ル
3

ョ
ア
社

会
寸
そ
れ
自
休
と
D
関
係
て
考
察
L

古
れ
℃
H
る
D
て
あ
る
か
ら
、
当
然
、
前
半
項
目
ゼ
与
え
ら
れ
た
一
般
的
・
抽
象
的
規
定
を
国
家

と
の
関
係
て
考
察
し
、
総
括
す
る
己
と
に
よ
っ
て
、

「
抽
象
的
・
一
面
的
関
係
」
白
具
体
化
、
豊
富
化
、
全
体
化
が
な
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
己
己
に
前
半
休
系
か

b
「
国
家
」
へ
上
向
ず
る
一
つ
の
根
拠
が
あ
る
。

財
政
学
と
国
家
認
識

第
七
十
九
巷

四

七
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と
乙
ろ
バ
マ
ル
グ
マ
ハ
の
経
済
学
体
系
の
到
達
点
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
矛
屑
が
綜
合
さ
れ
、
爆
発
す
る
と
こ
ろ

ω
「
世
界

市
場
と
恐
慌
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
自
身
が
創
出
し
た
生
き
た
、
義
富
た
全
体
性
ゼ
あ
る
。
手
一
と
て
は
、
ま
き
に
園
出
品

的
対
立
を
暴
軸
と
す
る
現
実
的
危
世
界
市
場
白
運
動
形
識
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
ぞ
あ
り
、
生
産
の
国
際
的
関
係
・
「
外
国
貿
易
」
を

そ
の
内
部
的
契
機
と
し
て
自
己
の
う
ち
に
包
含
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

向
的
発
展
は
、

「
外
国
貿
易
」

て
あ
る
。

「
国
家
し
を
媒
介
と
し
て
必
然
佑
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
論
理
的
に
一
目
え
ぽ
「
国
家
」

(
外
側
へ
向
か
う
国
家

)
i
「
世
界
市
場
」
(
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
が
国
家
白
わ
く
を
の
り
こ
え
て
そ
と
に
出
る
己
と
)

国
家
」一

↓ 
「

外
国
貿

(易
圏、」
家、 L
と 「
プiIt
ル界
ジ 市
ヨ場
ア」
社 と
会 W
」 行

i 上

右
に
み
た
二
つ
り
根
拠
を
示
す
と
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
「
国
家
」
の
経
済
学
体
系
中
に
占
め
る
位
置
づ
け
を
な
し
え
た
も
の

と
考
え
る
。
再
一
吉
ナ
る
怠

b
ば
、
「
国
家
」
は
ア
ル
ジ
ョ
ア
社
会
心
秘
密
を
さ
ぐ
る
最
奥
の
基
礎
そ
あ
る
コ
一
大
階
級
の
経
済
的
基
盤

(
資
本
、
土
地
所
有
、
賞
、
労
働
)
を
総
括
し
つ
つ
、
国
家
に
自
己
外
化
し
、
他
方
で
は
こ
れ
ら
の
諸
項
目
が
豊
富
た
具
休
的
形
態
を
も

っ
て
再
現
す
る
「
世
界
市
場
」
へ
と
媒
介
す
る
環
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五

こ
れ
ま
で
、
わ
れ
わ
れ
は
マ
ル
ク
ス
の
予
定
し
た
寸
国
家
」
の
項
目
に
つ
い
て
考
察
し

τき
た
。
己
白
「
国
家
」
の
項
目
白
主
要
な

も
の
は
、
財
政
学
白
研
究
対
象
に
含
ま
れ
て
H

る
。
マ
ル
ク
九
は
、
こ
れ
ら
白
「
国
家
」
の
項
目
を
扱
う
際
に
、
主
体
を
つ
れ
に
ブ
ル

ジ
ョ
ア
社
会
に

b
童
、
経
済
的
諸
範
鴎
白
歩
み
を
「
己
の
一
定
の
社
会
、
こ
り
主
体
の
定
在
諸
形
態
、
実
存
諸
規
定
:
」
と
み
て
い

る
。
し
た
が
ヮ
て
、
「
国
家
」
の
主
要
項
目
て
あ
る
財
政
諸
範
時
も
、
明
b
か
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
「
定
在
諸
形
態
、
実
存
諸
規
定
」



で
な
け
れ
ば
な

b
在
い
。
財
政
学
の
対
象
領
域
を
規
定
す
る
場
合
に
は
、
ま
さ
に
右
の
立
場
に
立
脚
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
む
よ
う
に

み
て
く
る
た
b
ば
、
財
政
学
の
対
象
を
「
財
政
な
い
し
財
政
政
策
」
と
し
、
そ
れ
が
「
資
本
主
義
に
と
っ
て
い
わ
ゆ
る
『
上
部
構
造
」

て
あ
ム
」
と
限
定
す
る
の
は
誤

P
で
あ
ろ
う
u

マ
ル
ク
ス
の
立
場
は
、
財
政
諾
範
時
が
彼
の
「
経
済
学
批
判
休
系
」
て
予
定
し
た
経
済

的
脅
範
時
に
属
し
、
体
系
前
半
て
一
示
し
た
ブ
ル
ジ
ョ

7
社
会
の
三
大
階
級
の
相
互
関
係
ゐ
よ
び
そ

ω
経
済
的
基
礎
と
い
う
一
般
的
・
拍

象
的
考
察
主
、
国
家
を
媒
介
と
す
る
己
と
に
よ
っ
て
さ

b
に
具
体
的
に
豊
宮
な
諸
関
係
に
沿
い
て
把
握
す
る
己
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

前
半
体
系
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
が
「
そ
れ
自
体
L

と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
「
国
家
」
の
項
目
て
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
が
上
部

構
造
と
し
て
白
国
家
と
の
関
係
て
生
ず
る
諸
規
定
が
考
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
国
家
」
の
一
項
目
中
の
財
政
諸
範
時

l
財
政
学
の
対
象

は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
三
大
階
級
の
諸
関
係
す
た
わ
ち
、
も
っ
と
も
厳
密
な
意
味
て

ω
基
本
的
生
産
関
係
が
国
家
を
媒
介
す
る
こ
と

に
よ
ヮ
て
自
己
外
化
さ
れ
た
笑
存
形
態
て
あ
る
。
そ
れ
は
基
本
的
な
生
産
関
係
に
た
い
し
て
、
副
次
的
な
、
派
生
的
な
者
関
係
と
も
い

え
る
が
、
己
の
よ
う
な
諸
関
係
を
自
己
の
内
部
に
含
み
つ
つ
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
白
経
済
法
則
は
貫
徹
し
て
い
る

ω
て
あ
る
。
己
目
工

う
た
マ
ル
ク
ス
の
立
場
に
た
つ
な
b
ば
、
財
政
学
の
対
象
は
あ
く
ま
で
、
物
質
的
背
関
係

1
経
済
的
構
造
に
属
す
る
も
り
で
あ
り
、
財

政
学
は
金
経
済
学
批
判
体
系
の
一
分
肢
で
あ
る
ζ

と
は
明
ら
か
と
な
る
。

「
原
理
論
」
か
ら
拒
否
さ
れ
る
の
て
た
〈
、
財
政
学
の
原
理
論
が
成
立
し
う
る
筈
て
あ
る
。

し
た
が
っ
て
財
政
学
は

「
財
政
政
策
」

り
問
題
と
し
て
、

ω
マ
ル
ク
ス
「
『
経
済
学
批
判
』
序
言
」
国
民
文
庫
版
七
頁
。

ω同
印
刷
同
書
「
序
説
」
主
O
六
頁
。

同
刷
マ
ル
ク
ス
「
『
経
済
学
批
判
』
白
準
備
ノ
ー
ト
か
ら
」
「
経
簡
学
批
判
」
所
収
、
閏
民
文
庫
版
三
二
一
頁
。

同
叫
マ
ル
ク
ス
「
A
I
ゲ
ル
国
法
論
拘
判
」
マ
ル
・
ニ
ン
企
集
第
一
巻
一
一
五
二
頁
。
へ

I
ゲ
ル
は
、
「
法
哲
学
」
第
二
六
二
節
で
「
現
実
的
理
念
で
あ

る
精
神
(
す
な
わ
ち
国
家
i
筆
岩
)
位
、
そ
り
概
念
申
二
つ
の
観
念
的
象
面
た
る
諒
庭
及
び
市
民
社
告
に
、
即
ち
そ
の
有
限
性
に
自
己
自
身
を
分
割

財
政
学
と
国
家
認
識

第
七
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九
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し
τ
:
:
」
主
述
べ
、
市
民
社
会
は
園
高
白
創
造
物
で
あ
り
、
活
動
部
市
白
一
ワ
に
す
ぎ
な
い
と
説
〈
ロ
(
へ

1
r
ル
「
訣
哲
学
L

岡
田
、
逮
ホ
尖

訳
三
二
人
頁
)
そ
れ
に
た
い
し
て
、
マ
ル
ク
ス
は
「
政
治
国
家
は
家
族
由
自
然
的
基
礎
E
市
民
社
合
目
人
工
的
基
礎
ー
と
を
酷
い
て
は
存
在
し
え
な
い
、

そ
れ
ら
は
国
家
に
と
っ

τ
白
血
要
不
可
火
四
条
件
(
口
o
ロ
岳
民
。

ω
5
0
ρ
ロ

mwEロ
)
で
あ
る
」
と
批
判
す
る
。

帥

Y

ル
グ
ス
ヨ
経
済
学
批
判
』
彦
毎
日
」
国
民
文
庫
版
九
頁
。

川
開
マ
ル
グ
ス
「
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」

γ

ル
・
エ
ン
選
集
第
一
器
七
回
頁
。
乙
こ
T
マ
ル
ク
ス
は
「
所
滑
に
た
い
す
る
国
家
と
法
白
関
係
」
主

考
銭
し

τ
い
る
が
、
祉
は
所
与
の
社
去
り
す
べ
て
制
度
は
「
国
家
に
よ
っ
て
媒
介
せ
ら
れ
、
一
つ
り
政
治
的
形
態
を
と
る
こ
左
に
な
る
」

lc
述
べ
て

い
る
。
財
政
諸
範
時
出
、
国
家
を
必
然
的
媒
介
物
唱
と
す
る
放
に
、
常
に
政
拍
的
形
態
、
国
家
権
力
に
よ
る
財
政
政
策
と
し
て
現
象
し
発
現
す
る
自
は

当
然
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
放
に
と
そ
、
わ
れ
わ
れ
は
財
政
政
策

(um現
象
沼
態
)
在
本
質
に
ま
で
分
析
し
、
経
債
的
背
関
係
目
見
在
規
定
と

L
て
四

財
政
苛
範
鴫
回
避
勤
揖
則
を
暴
露
す
る
必
要
が
あ
る
。

仙
川
マ
ル
ク
ス
「
『
経
済
学
批
判
』
序
説
」
、
国
民
文
庫
版
三

O
七
頁
。

同
開
高
木
幸
二
郎
「
恐
慌
前
体
系
研
究
序
説
」
訳
〔
六
月
害
賠
ゾ
八
一
頁
。

同
マ
ル
ク
ス
「
資
本
論
」
第
一
部
、
長
谷
部
静
四
分
冊
コ
七
九
頁
。

間
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
財
政
学
日
対
象
位
、
上
部
構
造
そ
由
も
り
で
な
〈
、
国
家
を
媒
介
と
し
た
、
財
政
範
鴎
り
と
り
む
す
ぷ
「
第
二
次
的
な
派
生

的
な
」
生
産
関
係
で
あ
る
。
財
政
学
に
お
け
る
国
家
縄
力
は
あ

f
ま
で
、
対
象
領
域
自
媒
介
的
前
提
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

同
州
川
問
問
愉
マ
ル
ク
ス
「
『
経
済
学
指
判
』
序
説
」
国
民
文
庫
版
二
九
在
頁
。
問
問
書
三
九
六
頁
。

側
「
資
本
論
」
中
に
み
ら
れ
る
国
家
的
諸
闘
侭
位
、

ζ

白
よ
う
な
方
法
請
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
た
と
へ
ば
貨
幣
論
、
労
働
法
・
工
場
法
等
白
流
血

立
法
、
原
蓄
過
程
に
担
け
る
国
家

ω
「
一
方
に
は
、
か
か
る
〔
プ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
】
白
矛
盾
り
新
し
い
諸
規
定
が
展
開
さ
れ
、
他
方
に
は
プ
ル
ジ
ョ
ア
経
済
自
よ
り
抽
象
的
な
詩
形
態

が
、
よ
り
具
体
的
な
詩
形
態
に
お
い
て
再
現
L
、
ま
た
合
ま
れ
て
い
γ
匂
E

・E

・
-
司
」
(
マ
ル
ク
ス
「
剰
余
価
値
学
説
且
第
二
巻
、
マ
ル
・
ヱ
シ
全
集
第
一

O
巻
三

O
一
真
)
。
こ
白
一
骨
は
「
世
界
市
場
と
恐
慌
十
四
意
義
主
規
定
し
て
い
る
り
だ
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
粧
済
純
鳴
白
抽
象
的
形
態
が
つ
ね
に

具
体
的
な
形
態
で
再
現
す
る
と
い
う
論
理
目
、
「
国
家
」
白
項
目
に
も
適
用
し
ろ
る
で
あ
ろ
う
。

制
マ
ル
ク
ス
「
『
経
世
学
批
判
』
準
備
ノ
ー
ト
か
ら
」
「
経
済
単
批
判
」
所
収
、
国
民
丈
庫
版
、
=
一
一
一
一
瓦
。



。。

大
内
力
、
武
田
隆
夫
、
遠
藤
湘
吉
「
近
代
財
政
D

理
論
」
六
七
頁

ー』
J、

以
上
の
叙
述
を
通
し
て
、
私
は
兄
ミ
兄
「
国
官
論
」
体
系
と
マ
ル
ク
ス
「
経
済
学
批
判
体
系
」
に
沿
け
る
国
家
の
取
扱
い
方
と
位
置

づ
け
を
、
ご
く
要
約
的
に
で
は
あ
る
が
考
察
し
て
き
た
。
モ
こ
か

b
、
私
は
ス
ミ
ス
に
代
表
さ
れ
る
古
典
派
経
済
学
か
ら
マ
ル
ク
ス
経

済
学
へ
の
発
展
系
列
に
、
科
学
的
財
政
学
の
方
向
も
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
い
。
そ
の
鍵
は
、
と
り
も
な
治
さ
ず
、
国
家
と
経
済
に
関

す
る
科
学
的
・
統
一
的
認
識
の
問
題
で
あ
っ
た
。

ス
ミ
ス
財
政
学
は
、
宮

1
生
産
カ
の
増
大
を
基
本
視
角
と
し
て
、
国
家
を
経
済
法
則
の
自
律
性
と
結
び
つ
け
、
価
値
論
、
再
生
産
論

か
b
必
然
的
に
ひ
き
だ
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
国
家
は
「
国
家
論
」
体
系
の
中
に
重
要
な
位
置
づ
け
を
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

社
う
意
味
ぞ
、
見
ミ
ス
は
財
政
学
を
経
済
学
と
結
び
つ
け
た
の
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
経
済
学
が
財
政
論
・
租
税
請
を
モ
の
中
に
含
古
せ
た

が
故
に
、
彼
の
経
済
挙
が
決
し
て
理
論
体
系
と
し
て
未
熟
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
国
家
主
品
川
業
論
、
再
生
産
論
の
必
仲
間
的

産
物
と
し
て
、
そ
の
環
論
体
系
に
包
含
し
、
国
家
を
媒
介
と
し
た
理
論
体
系
の
具
体
的
存
在
形
態
を
、
財
政
学
と
し
て
展
開
し
エ
う
と

し
た
そ
ミ
ス
の
↓
刀
法
は
、
後
に
マ
ル
ク
見
へ
批
判
的
に
承
継
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ス
ミ
ス
か
ら
マ
ル
ク
ス
へ
の
発
展
と
そ
、

財
政
学
を
も
含
め
た
経
済
学
体
系
の
人
情
体
性
を
樹
立
さ
せ
る
方
向
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
意
味
て
マ
ル
ク
兄
経
済
学
体
系
に
お
け
る

財
政
学
が
、
「
国
家
の
形
熊
て
総
括
さ
れ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
」
の
物
質
的
生
産
諸
関
係
の
生
き
た
全
体
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た

の
は
、
古
典
派
経
済
学
に
お
け
る
財
政
理
論
の
批
判
的
展
開
て
あ
り
、
科
学
的
総
括
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

賀
政
学
左
国
家
認
識

第
七
十
九
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